
議  案  説  明 
№1                                                       令和 6年 3 月定例会 

議   案  担 当 概          要 

議案第 6～19 号 

湖西市農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて 

産 業 部 令和 6 年 5 月 19 日の任期満了に伴い、農業委員会等に関する法律第 8 条第 1 項の規定によ

り、定数である 14 名の方を農業委員会の委員に任命したく、議会の同意を求めるものです。 

同意を頂きたい 14 名は、鈴木真聡さん、内山勝洋さん、森浩司さん、河邊勝彦さん、石田

勝典さん、三浦克明さん、荻野範博さん、松井栄二さん、深田征宏さん、小原正通さん、山

本佐代子さん、山本敬博さん、菅沼純一さん、尾崎順彦さんです。 

任期については、令和 6 年 5月 20 日から令和 9 年 5月 19 日までの 3年間です。 

議案第 20 号 

湖西市手数料徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

市民安全部 今回の改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正及び建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律の改正に従うとともに、埋火葬証明書発行手数料を廃止するた

め湖西市手数料条例の一部を改正しようとするものです。 

主な改正の内容といたしましては、本籍地の役所に行かなくても近くの役所で戸籍謄本等

が取得できるという広域交付及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の交付が令和 6年 3月 1日

から始まることに伴い、手数料を規定すること、各種証明書のコンビニ交付料金の減額につ

いて、スマホ用電子証明書の利用も追加することです。また、埋火葬許可は、ご遺体の火葬

や埋葬に必要な死亡届に付随する証明であり、近隣市でも徴収していないことから、埋火葬

許可書発行手数料を廃止するものです。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1日とするものです。ただし、埋葬許可以外の別表第 1の改正

規定の施行日を令和 6年 3月 1 日とするものです。 

議案第 21 号 

令和 5 年度湖西市一般会計補正予

算（第 12 号） 

総 務 部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 11 億 1,081 万 6,000 円を増額し、総額を 289 億 4,338 万

8,000 円にしようとするものです。 

 歳出の主な内容といたしましては、物価高騰を踏まえ、国の地方創生臨時交付金を活用

し、住民税の均等割のみが課税されている世帯、令和6年度に新たに非課税となる世帯などに

対する給付金に係る経費を計上するものです。 

 財源につきましては、事業費の全額を国庫支出金で対応するものです。 

議案第 22 号 

湖西市営火葬場条例を廃止する条

例制定について 

環 境 部 昭和 43 年の建設から 55 年が経過した湖西市営火葬場について、令和 6 年 3 月 31 日をもっ

て火葬業務を廃止することに伴い、本条例を廃止するものです。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1 日とするものです。 
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№2 

議   案  担 当 概          要 

議案第 23 号 

地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例制定について 

環 境 部 今回の改正は、地方自治法の一部改正による条ずれに伴い、湖西市監査委員に関する条

例、湖西市水道事業の設置等に関する条例、湖西市病院事業の設置等に関する条例及び湖西

市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものです。 

改正の内容といたしましては、各条例において職員の賠償責任として引用する地方自治法

が一部改正され、条文に条ずれが生じたことから、これを整理するものです。 

あわせて、その他字句の整理を行うものです。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1 日とするものです。 

議案第 24 号 

湖西市会計年度任用職員の給与等

に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

総 務 部 今回の改正は、地方自治法の改正により、令和 6年 4月 1日から会計年度任用職員に勤勉手

当を支給することができることとなるため、正規職員同様に勤勉手当を支給するための改正

を行うものです。 

また、会計年度任用職員が育児休業を取得した場合につきましても、正規職員同様の条件

で勤勉手当を支給できるよう、改正を行うものです。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1 日とするものです。 議案第 25 号 

湖西市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第 26 号 

湖西市営住宅管理条例の一部を改

正する条例制定について 

都市整備部 今回の改正は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正す

る法律が令和 6年 4月 1日に施行されるため、湖西市営住宅管理条例を改正しようとするもの

です。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1 日とするものです。 

議案第 27 号 

湖西市新居斎場条例の一部を改正

する条例制定について 

環 境 部 今回の改正は、新居斎場の利用形態に関し、利用者の利便性を図る内容変更及び利用のな

くなった内容の削除をするとともに、その他字句の整理を行うものです。 

なお、施行日は令和 6年 7月 1 日とするものです。 
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№3 

議   案  担 当 概          要 

議案第 28 号 

湖西市介護保険条例の一部を改正

する条例制定について 

健康福祉部 今回の改正は、第 1号被保険者の令和 6年度から令和 8年度までの 3年間の介護保険料を定

めるにあたり、介護保険法施行令の改正に基づき、保険料区分を多段階化するとともに、所

得状況等に応じて区分されている保険料の算定に係る基準が見直されたことに伴い、区分ご

との保険料額を改正しようとするものです。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1 日とするものです。 

議案第 29 号 

湖西市漁港管理条例及び湖西市風

致地区条例の一部を改正する条例

制定について 

産 業 部 今回の改正は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律が令和6年 4月

1 日に施行され、漁港漁場整備法の題名が漁港及び漁場の整備等に関する法律に改められるこ

とに伴う改正を行うものです。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1 日とするものです。 

議案第 30 号 

湖西市給水条例の一部を改正する

条例制定について 

環 境 部 今回の改正は、生活衛生等関係行政の機能強化を目的に、厚生労働大臣から国土交通大臣

へ水道法等の権限を移管するための水道法の一部改正が行われたことに伴い、湖西市給水条

例中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改めるものです。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1 日とするものです。 

議案第 31 号 

湖西市消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例制定につ

いて 

消 防 本 部 今回の改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政

令が令和 6年 4月 1日に施行されるため、湖西市消防団員等公務災害補償条例を改正しようと

するものです。 

改正の内容といたしましては、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る

補償基礎額の変更について対応するものです。 

なお、施行日は令和 6年 4月 1 日とするものです。 

議案第 32 号 

市道の路線の認定について 

都市整備部  開発行為による宅地造成等に伴い、路線を認定しようとするものです。 
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№4 

議   案  担 当 概          要 

議案第 33 号 

令和 5 年度湖西市一般会計補正予

算（第 13 号） 

総 務 部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億851万8,000円を増額し、総額を290億5,190万6,000

円にしようとするものです。 

 補正の内容といたしましては、歳出の主な内容につきましては、国や県の補助金を有効的

に活用して、新居小学校トイレ改修や鷲津駅谷上線の整備を前倒しで実施するための事業費

を増額し、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことを受け、ワクチン接種など

の事業費を減額するものです。 

歳入につきましては、寄附金、繰越金及び諸収入を増額し、国庫・県支出金及び繰入金を

減額するものです。 

 また、歳入歳出予算の補正と併せまして、債務負担行為の追加及び変更、地方債の変更、

繰越明許費の追加及び変更を行うものです。 

議案第 34 号 

令和 5 年度湖西市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第 3号） 

市民安全部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 50万円を減額し、総額を 55億 3,475 万 8,000 円にしよう

とするものです。 

補正の内容といたしましては、歳出につきましては、令和4年度保険給付費等交付金等の精

算額確定に伴い、償還金を 50 万円減額するものです。 

歳入につきましては、保険基盤安定負担金等の決定に伴い、一般会計からの繰入金 552 万

6,000 円を減額するもの及び運営費として計上しておりました基金繰入金を、今年度の収支見

込から国民健康保険事業基金に繰り戻すため9,900万円の減額、前年度繰越金1億402万 6000

円を増額し、歳入全体として 50 万円を減額するものです。 

議案第 35 号 

令和 5 年度湖西市介護保険事業特

別会計補正予算（第 3号） 

健康福祉部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 16万円を増額し、総額を 45億 188 万 6,000 円にしようと

するものです。 

補正の内容といたしましては、歳出につきましては、介護給付に係る審査件数の増加に伴

い県国民健康保険団体連合会に支払う手数料を 10 万円、介護給付費準備基金の運用利子収入

の増加に伴う積立金を 6 万円増額しようとするものです。 

補正財源といたしましては、前年度繰越金 10 万円、運用利子収入 6 万円を充てさせていた

だくものです。 
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№5 

議   案  担 当 概          要 

議案第 36 号 

令和 5 年度湖西市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第 2号） 

市民安全部  今回の補正は、歳入歳出それぞれ 198 万 4,000 円を増額し、総額を 8億 4,593 万 8,000 円に

しようとするものです。 

 補正の内容といたしましては、歳出につきましては、保険基盤安定負担金の決定に伴い、

広域連合へ納付する負担額を 198 万 4,000 円増額するものです。 

 補正財源といたしましては、一般会計からの保険基盤安定繰入金198万 4,000円を充てさせ

ていただくものです。 

 また、令和5年度コンピュータシステムリース料につきましては、国のシステム開発遅延に

伴い、債務負担行為の期間が 1 年延期され、令和 11 年度までに変更が生じました。また、初

期設定費用等の削減により、当初示された限度額より 34 万 5,000 円の減額も変更するもので

す。 

議案第 37 号 令和 6 年度湖西市一般会計予算 

議案第 38 号 令和 6 年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 39 号 令和 6 年度湖西市介護保険事業特別会計予算 

議案第 40 号 令和 6 年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第 41 号 令和 6 年度湖西市公共下水道事業会計予算 

議案第 42 号 令和 6 度湖西市水道事業会計予算 

議案第 43 号 令和 6 年度湖西市病院事業会計予算 

 
※議案第 37 号から議案第 43 号までの 7議案につきましては、予算説明会において説明いたしますので、概要説明を省略させていただきます。 
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